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山梨県地域保健医療計画の記載変更について 

（山梨県立中央病院への高度救命救急センター設置の件） 

 

山梨県立中央病院へ高度救命救急センター設置に伴い記載内容を変更する。 

（以下、山梨県地域保健医療計画の変更記載箇所（赤字） 

 

【P１３８】 

本県の救急医療体制 

○ 救急医療体制に関しては、プレホスピタルケア（病院前救護活動）を始め、市町

村など身近な地域における初期救急医療から、手術や入院治療に対応可能な二

次救急医療、より高度な救命救急を担う三次救急医療と、救急患者の症状に応じ

て適切な診療機能を有する医療機関で受診できるよう、体系的な整備を行ってい

ます。 

○ 本県においては、初期救急医療を担う医療機関（初期救急医療機関）として在宅

当番医制及び夜間急患センター、入院を要する救急医療を担う医療機関（二次救

急医療機関）として病院群輪番制、救命救急医療機関（三次救急医療機関）として

高度救命救急センターを整備しています。 

 

【P１４０】 

［用語解説］ 

（※）メディカルコントロール体制 

救急救命士などが救急現場で実施する医療行為に関し、医師が指示また

は指導・助言及び事後検証を行い、応急処置の質を担保する制度的枠組

み（救急救命士への指示は、山梨大学医学部附属病院・救急部及び県立

中央病院・高度救命救急センターの医師が行う）。 

この体制を推進する機関として、消防機関と医療機関で構成される「山梨メ

ディカルコントロール協議会」が設置されている。 

 

【P１４３】 

救命救急医療機関（三次救急医療機関）  

○ 救命救急医療を担う救命救急センターは、重篤な救急患者の受け入れを 24 時

間体制で行う施設として、当初、全国において概ね 100 万人に 1 ヶ所を目途に整

備されてきたところです。 

○ 本県では、県立中央病院に救命救急センターを設置し、処置室をはじめ緊急検

査に迅速に対応できる施設・体制を確保するとともに、救急用として独立した ICU

（集中治療室）、HCU（高度治療室）が整備されています。 

   なお、県立中央病院は平成３１年○月、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の

特殊疾病に対応可能な医療機関として、高度救命救急センターの指定を受けたと

ころです。 

○ また、山梨大学医学部附属病院も救命救急センターと同様に重篤な患者の受け
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入れを行っています。 

○ 今後は、広範囲熱傷等の特殊疾病患者に対する高度専門的救命医療について

対応可能な、高度救命救急センターの確保が必要となります。 

 

【P１４７】 

三次救急医療体制の整備 

【三次救急医療体制の充実】 

○ 重篤な救急患者に対する医療を行う高度救命救急センターの設備等を整備し、

各診療科との連携を図るとともに、一層の機能の高度化（高度救命救急センター

の設置など）、専門化についての検討を進めます。 

○ ドクターヘリを活用した高度で専門的な救命救急医療を提供し、傷病者の救命、

後遺症の軽減等に努めます。 

 

【P１４８】 

＜推進体制＞ 

 

【病院群輪番制実施体制図】 

 

［凡例］

◎高度救命救急センター

□病院群輪番制病院

○休日夜間急患センター

△救急医療情報センター

峡　南　地　区

　（輪番病院）

　市川三郷　　　　　峡　南

　組合立飯富　 　　身延山

　富士川
　　（輪番病院）

　　富士吉田市立　　山梨赤十字

　　大月市立中央　　上野原市立

　　都留市立

　（輪番病院）

　県立中央　　　市立甲府

　山梨　　　　　　白根徳洲会

　甲府共立　　　巨摩共立

　国立病院機構甲府

　甲府脳神経外科

　甲府城南

　山梨大学医学部附属

富士・東部地区

東　山　梨　地　区

　（輪番病院）

　塩山市民　山梨市立牧丘

　山梨厚生　甲州市立勝沼

　加納岩総合

笛　吹　地　区

　（輪番病院）

　笛吹中央

　一宮温泉

　石和共立

峡　北　地　区

　（輪番病院）

　韮崎市立　　　　　恵信韮崎相互

　北杜市立塩川

　北杜市立甲陽

峡　中　地　区

北杜市

塩山市

甲府市

山梨市

笛吹市

中道町

早川町

身延町

南部町

昭和町

南アルプス市

韮崎市

鳴沢村

富士吉田市 山中湖村

忍野村

西桂町
都留市

道志村

上野原市

大月市

丹波山村

小菅村

甲斐市
甲州市

市川三郷町

富士河口湖町

中央市

北杜市

甲府市

昭和町

富士川町

北杜市

塩山市

甲府市

山梨市

笛吹市

中道町

早川町

身延町

南部町

昭和町

南アルプス市

韮崎市

鳴沢村

富士吉田市 山中湖村

忍野村

西桂町

都留市

道志村

上野原市

大月市

丹波山村

小菅村

甲州市

市川三郷町

富士河口湖町

中央市

北杜市

甲府市

昭和町

富士川町

中北医療圏

峡東医療圏

峡南医療圏
富士・東部医療圏

□

甲斐市

甲斐市

（双葉地区）

□

□

□

□

□

□
□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□

□

□
□

□

□
□

□

□

□

□

□

□

○

△◎

救急医療情報

センター

甲府市医師会

救命救急センター

県立中央病院

高度救命救急センター
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【P１４９】 

医療圏別救急医療体制表     （平成３１年○月現在） 

 

 

救命救急センターと同様

に、重篤な患者の受け入れ

を行っている病院 

三 次 救 急 医 療 体 制

二 次 救 急 医 療 体 制 二次
医療圏

峡　南

韮崎市立
 病院

加納岩
 総合病院

一宮温泉
 病院

市川三郷
 病院

塩川病院
山梨厚生
 病院

石和共立
 病院

飯富病院

甲陽病院
塩山市民
 病院

笛吹中央
 病院

富士川
 病院

恵信韮崎
 相互病院

牧丘病院 峡南病院

勝沼病院
身延山
 病院

( 4 病院) ( 5 病院) ( 3 病院) ( 5 病院)

初 期 救 急 医 療 体 制

東部 西部

中巨摩

医師会

西八代郡
医師会

甲府市

医師会

南巨摩郡
医師会

夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー

　

中巨摩

北巨摩
医師会

中
巨
摩
医
師
会

峡　中

甲府

白根徳洲会病院

笛吹市
医師会

甲
府
市
医
師
会

東山梨
医師会

峡　南

高度救命救急センター　　県立中央病院

富士・東部

在
宅
当
番
医
制

甲府市
医師会

救急医療
センター

巨摩共立病院

山梨大学医学部
 附属病院

( 10 病院) ( 5 病院)

地区 峡　北 東山梨 笛 吹

富
士
吉
田
医
師
会

都
留
医
師
会

北
都
留
医
師
会

富士・東部

病
院
群
輪
番
制

県立中央病院
富士吉田市立
 病院

国立病院機構
 甲府病院

山梨赤十字病院

市立甲府病院
大月市立中央
 病院

山梨病院

中　北 峡　東

上野原市立
 病院

甲府共立病院 都留市立病院

甲府城南病院

甲府脳神経外科
 病院

山梨大学医学部

附属病院

二次救急医療機関では対応で

きない重篤救急患者を２４時間

体制で受け入れる

手術・入院を要する重症患者

を休日・夜間に受け入れる

比較的軽症な救急患者を

休日・夜間に診療する


